
的  ″ゆ
統

岩

短
シ
ら

娘
一
秘
被
ぃ潟

之
メ
川
用

行
玖
エ
ム
を
夕
一嘱
対掛門
紺

経
晦
■
厳
一
７
工
為
齢
中

と＼せ牝,
鑑



新
居
関
所
史
料
館
企
画
展

新
居
宿
飯
田
武
兵
衛
本
陣
調
度
品
展

■
開
催
に
あ
た
っ
て

本
陣
と
は
、

江
戸
時
代
に
お
い
て
、

参
勤
交
代
の
大
名
を
は
じ
め
宮

家
や
公
家
、

高
僧
、

幕
府
要
人
そ
の
他
の
特
権
階
級
の
人
々
の
休
憩
・

休
泊
に
使
わ
れ
た
施
設
で
、

街
道
筋
の
各
宿
場
に
は

一
軒
～
六
軒
設
け

ら
れ
ま
し
た
。　

一
般
庶
民
が
も

っ
ぱ
ら
利
用
し
た
旅
籠
と
違
い
、

高
級

旅
館
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
た
が

っ
て
、

各
地
の
本
陣
に
は
書
画
、

什
器
類
の
調
度
品
や
身
分

の
高
い
利
用
者
か
ら
の
拝
領
品
等
、

い
ず
れ
も
当
時
の
技
術
の
粋
を
集

め
た

一
級
品
ば
か
り
揃

っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
開
催
す
る
新
居
宿
飯
田
武
兵
衛
本
陣
調
度
品
展
で
は
、

飯
国
家

が
所
蔵
し
て
い
る
資
料
の

一
部
を
展
示
し
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
宿
場

の
本
陣
の
役
割
や
実
態
の

一
端
を
探

っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

本
展
の
開
催
に
あ
た
り
、

貴
重
な
資
料
の
出
品
を
快
諾
し
て
い
た
だ

い
た
飯
国
家
当
主
飯
田
純
男
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
十

一
年
七
月

新

居

関

所

史

料

館

現在の飯田武兵衛本陣 ・左側の二階建て(明治30年代に

建てられた元郵便局舎)のところに門と玄関があつた



本
陣
の
役
割
　
東
海
道
を
は
じ
め
と
す
る
街
道
筋
に
お
け
る
休
泊
施
設
に
は
、

本
陣
、

脇
本
陣
、

旅
籠
、

茶
屋
な
ど
が
あ
り
、

そ
れ
ら
の
中
で
本
陣
は
、

将
軍
上
洛
用
の
御
殿

は
別
格
と
し
て
、

最
高
級
の
施
設
と
さ
れ
た
。

参
勤
交
代
の
大
名
を
筆
頭
に
、

宮
家
、

公
家
、

高
僧
や
幕
府
要
人
な
ど
の
特
権
階
級
者
の
体
泊
に
あ
て
ら
れ
た
各
宿
場
内
の
最

も
大
規
模
な
施
設
で
あ

っ
た
。

特
に
、

公
家
、

大
名
な
ど
の
宿
泊
時
に
は
、

全
宿
役
人

が
本
陣
に
集
ま
り
、

案
内
、

膳
立
て
か
ら
宿
内
の
警
戒
ま
で
の
役
割
を
担

っ
た
。

一
方
、

本
陣
は
、

藩
主
に
対
す
る
年
頭
儀
礼
の
際
も
庄
屋
、

間
屋
な
ど
の
宿
役
人
の

上
位
に
あ
り
、

宿
内
統
轄
者
の
立
場
に
も
あ

っ
た
。

同
時
に
、

中
央

・
各
地
の
い
わ
ゆ

る
「文
化
人
」
と
の
接
触
も
多
く
、

住
民
に
先
行
し
て
自
ら
の
教
養
を
高
め
て
文
化
的
交

際
も
広
め
た
。

ま
た
、

本
陣
は
概
し
て
宿
場
の
中
心
に
位
置
し
、

広
大
な
敷
地
、

庭
園

を
有
し
て
い
た
た
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
交
流
の
場
に
も
な

っ
た
。

本
陣
経
営
の
実
態
　
大
規
模
経
営
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

旅
籠
に
比
し
、

多
額
な
出

費
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

常
に
利
用
者
の
拡
大
、

獲
得
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。　

一

定
収
入
は
確
保
さ
れ
て
は
い
た
が
、

人
件
費
等
が
か
さ
み
、

江
戸
中
期
以
降
は
ど
こ
も

経
営
内
容
は
苦
し
か
っ
た
。

本
陣
の
発
祥

・
概
要
　
本
陣
が
各
宿
場
に
本
格
的
に
整
備
さ
れ
た
の
は
、　

一
般
に
寛
永

十
二
年
盆

六
三
六
）参
勤
交
代
が
制
度
的
に
始
ま

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
わ
れ
る
。

資
料
に
よ
れ
ば
、

江
戸
中
期
で
は
東
海
道
五
十
二
次
の
宿
場
で
は

一
〇
九
軒
の
本
陣
が

あ
り
、

旅
篭
の
数
は
二
、

九
五
二
軒
に
も
の
ぼ

っ
た
。

平
均
す
れ
ば

一
つ
の
宿
場
で
本

陣
二
軒
、

旅
篭
五
五
軒
が
標
準
。

本
陣
敷
地
は
お
お
よ
そ
三
〇
〇
坪
前
後
で
あ
り
、

門

構
え

・
玄
関
付
き
で
建
坪
は
二
〇
〇
坪
ほ
ど
だ
っ
た
。

新
居
宿
飯
田
武
兵
衛
本
陣
　
飯
国
家
は
、

過
去
帳
に
よ
れ
ば
同
家
初
代
井
口
一
学
は
信

濃
国
諏
訪
神
社
の
神
官
を
務
め
、

の
ち
飯
田
に
改
姓
、

嘉
通
（源
左
衛
門
）
の
代
に
、

徳

川
家
康
浜
松
移
封
に
際
し
今
切
（浜
名
湖
口
）渡
船
を
案
内
し
た
こ
と
に
よ
り
「家
康
判
物
」

を
受
け
、

そ
れ
を
縁
に
将
軍
上
洛
や
名
代
通
行
の
際
に
御
座
船
の
舶
乗
り
を
務
め
た
。

新
居
宿
に
三
軒
あ

っ
た
本
陣
の

一
つ
と
し
て
小
浜
藩
、

佐
倉
藩
、

桑
名
藩
等
六
九
家

の
大
名
の
出
入
り
が
あ
り
、

屋
敷
地
は

一
反
二
三
歩
各
一〇
間
×
一
〇
間
四
尺
七
寸
）
約

二
〇
〇
坪
、

建
坪
は

一
九
六
坪
に
及
ん
だ
。

立
ち
寄

っ
た
人
で
は
国
学
者
の
平
田
篤
胤
、

鈴
木
重
胤
、

公
家
の
三
篠
家
、

幕
末
の
志
士
、

侠
客
、

明
治
初
期
の
政
治
家
な
ど
が
お

り
、

こ
れ
ら
の
人
ゆ
か
り
の
遺
品
、

拝
領
品
、

挿
話
も
残
っ
て
い
る
。

明
治
元
年
全

八

六
八
）
明
治
天
皇
行
幸
の
際
の
行
在
所
と
も
な

っ
た
。

一
方
、

飯
田
家
は
本
陣
職
に
と
ど
ま
ら
ず
、　

一
時
は
庄
屋
や
問
屋
職
を
務
め
た
り
、
「本

陣
塾
」
を
開
設
し
、

文
人
の
交
流
や
宿
内
子
女
の
教
育
の
場
と
な

っ
た
。

幕
末
期
の
当
主

飯
田
昌
秀

・
温
徳
父
子
の
学
識

・
素
養
は
近
隣
に
聞
こ
え
た
。

ま
た
、

新
居
宿
に
は
関
所
が
置
か
れ
て
い
た
関
係
で
、

ほ
か
の
宿
場
に
見
ら
れ
な
い

仕
事
を
本
陣
は
請
け
負

っ
た
。

東
海
道
を
往
来
す
る
女
性
は
関
所
構
内
で
調
べ
を
受
け

る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
が
、

身
分
の
高
い
女
性
に
対
し
て
は
関
所
役
人
が
本
陣

へ
出
向

き
、

本
陣
の
妻
母
を
通
じ
て
調
べ
を
行
う
「本
陣
改
め
」
と
い
う
制
度
が
あ

っ
た
。

こ
の

任
務
遂
行
を
約
す
た
め
新
居
宿
の
本
陣
と
そ
の
妻
母
は
定
期
的
に
関
所

へ
願
い
出
て
、

庄
屋

・
問
屋
立
ち
会
い
の
も
と
血
判

・
爪
印
の
誓
詞
を
提
出
し
た
。

本
陣
に
と

っ
て
神

文
を
書
く
こ
と
は
名
誉
と
い
う
考
え
が
あ
り
、

そ
の
つ
ど
関
所

へ
礼
物
を
届
け
る
し
き

た
り
で
あ

っ
た
。

飯
日
本
陣
が
幅
広
い
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。



膳 椀  (ぜんわん)

本陣利用者をもてなした黒漆塗りの膳椀。日に

三度食事する習慣は江戸後期に確立 したが、そ

のころから庶民でも本膳と呼ばれる饗応があり、

もてなす側ともてなされる側の礼儀が浸透 した。

茶壷 (ちゃっば)

茶壷にかかわる行事としては、徳川将軍

家用の茶を運んだ茶壷道中が知られるが、

朝廷にも運んだという。古信楽焼や越前

焼が多く、主に葉茶壺として使用された。

飯日本陣では本陣利用客用に使つた。



印籠 (ぃんろう)

江戸期の工芸品の中でも際だつて「粋」を

感 じさせる道具。もともとは中国から伝

来 したもので、文字どおり印と朱肉を入

れていた。それが薬籠となり、武士や町

人の正装に必要なものとなつた。



蒔絵文箱 はきぇぉギまつ

漆で文様を描き、金銀錫粉、色粉等を蒔き付け、書状、

書簡を入れた。蒔絵は平安期に技法が確立 したといわ

れ、江戸期には京都のほか江戸、金沢で盛んであった。

ム習
勲

―
　
　
　
　
ジ拓
ゆ
玄
ジ
タ
杉
と
ぁる
あ
後
す

ず

ら

鈴木重胤墨跡 けずきしげたねぼくせ詢

鈴木重胤(1812-1863)は幕末の国学者。本居宣長の学

風を慕い宣長の孫弟子に入門、平田篤胤にも師事 した。
「祝詞講義」「日本書紀伝」を著 したが暗殺された。飯田

本陣には三度立ち寄つた。嘉永 7年 (1854)、新居への

途次、上ノ原(湖西市)付近で嘉永の大地震(安政東海地

震)に遭つた経験から、新居に地鎮社(とこしずめしゃ)

を勧請 した。出展品はこの顛末を記 したもの。

火鉢 0ばっ

黒漆塗りで利用者に供 した。江戸期の書物

に、火鉢は「秋は九月節供頃より春は三月末

の頃まで寒暖に賄ひ見計ひ出すべし」とある。

葵紋入り盃 偽ぉぃもんいりさかず劫

盃には木製、漆塗り、陶製等があるが、

江戸中期には漆塗りよりも陶製が流行

し、小形のものが多かった。これは、

徳川家ゆかりの地 ・三河岡崎の寺から

幕末の安政4年 (1857)に贈られたもの。



女
六
人
厩
橋
む
三
州
迄
参
候
是

ハ
西
尾
丹
波

御
理
候
間
無
相
違
可
通
候
以
上

卯
九
月
七
日
　
　
　
彦
九
兵
（印
）

新
井

現
存
す
る
国
内
最
古
の

関
所
通
行
手
形

女
弐
人
駿
府
む
京
都
迄
参
候
是

ハ
ロ
ロ
ロ
ロ

召
遣
年
起
明
候
而
為
上
候
由
理
候
間
無
相
違
可
通

候
以
上卯

九
月
□
日
　
　
　
彦
坂
□
□
□
（印
）

あ
ら
い

右
は
、

厩
橋
公
７
の
群
馬
県
前
橋
市
）
か
ら

三
河
国
（愛
知
県
）
ま
で
向
か
う
女
性
六
人
の

関
所
通
行
手
形
、

左
は
駿
府
（静
岡
市
）
か
ら

京
都
に
上
る
二
人
の
女
性
の
通
行
手
形
。

二

通
と
も
差
出
人
は
彦
坂
九
兵
衛
光
政
で
、

新

居
関
所
宛
て
と
な

っ
て
い
る
。

彦
坂
光
政
は
家
康
の
家
巨
本
多
広
孝
に
仕

え
、

三
河
の
代
官
な
ど
を
務
め
た
。

家
康
の

駿
府
政
権
下
に
お
い
て
、

慶
長
十
四
年
盆

六

〇
九
）
か
ら
駿
府
町
奉
行
及
び
代
官
と
し
て
遠

江

・
駿
河
支
配
に
携
わ

っ
た
。

元
和
二
年
盆

一ハ
王
Ｃ
、

家
康
が
死
去
す
る
と
、

そ
の
遺
命

に
よ
り
徳
川
頼
宣
の
巨
と
な

っ
た
。

徳
川
頼

宣
は
家
康
の
十
男
で
、

慶
長
十
四
年
か
ら
駿

河

・
遠
江
地
方
を
領
有
、

元
和
五
年
、

紀
伊

（和
歌
山
県
）
へ
転
封
す
る
が
、

こ
の
と
き
彦

坂
光
政
も
同
行
し
た
。

手
形
は
、

二
通
と
も
年
号
は
書
か
れ
て
い

な
い
が
「卯
」
と
あ
り
、

光
政
の
活
躍
し
た
時

期
か
ら
元
和
元
年
盆

六

一
五
）
発
行
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

現
存
す
る
江
戸
時
代
の
関
所
通
行
手
形
と

し
て
は
、

こ
れ
ま
で
中
山
道
木
曽
福
島
関
所

宛
て
の
元
和
七
年
曇

六
二

一
）
の
も
の
が
最

古
と
さ
れ
て
き
た
が
、

飯
日
本
陣
か
ら
先
ご

ろ
発
見
さ
れ
た
こ
の
二
通
は
そ
れ
よ
り
古
い
。

徳
川
政
権
下
の
関
所
制
度
は
元
和
～
寛
政
期

に
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、

そ
の
初
期
の
こ

ろ
の
様
子
を
知
る
資
料
と
し
て
意
義
深
い
。
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! 宅  本

武兵衛本陣には文人や政治家の客も多かった

江戸後期の戯作者蜀山人太田南畝の書(上)と

武兵衛本陣最後の当主飯田温徳が明治の元勲

西園寺公望から贈 られた書(下)

飯
田
武
兵
衛
本
陣
の

平
面
図

江
戸
時
代
を
通
じ
て
新
居
宿
に

は
「飯
田
武
兵
衛
」
、

「疋
円
弥
五
助
」

「疋
田
八
郎
兵
衛
」
と
、

本
陣
が
二

軒
、

旅
籠
が
三
二
～
三
二
軒
あ

っ

た
。

旅
籠

の
教
か
ら
み
る
と
東
海

道
五
十
三
次
の
な
か
で
中
規
模
の

宿
場
で
あ

っ
た
。

浜
松
、

吉
田
盆
里

橋
）
と
い
う
大
き
く
て
に
ぎ
や
か
な

宿
場
の
中
間
に
あ

っ
た

こ
と
、

関

所
の
存
在
が
煙
た
が
ら
れ
た

こ
と

な
ど
か
ら
、

素
通
り
し
た
り
休
憩

程
度
に
利
用
し
た
り
す
る
旅
人
が

少
な
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（五
十
三
宿
中
、

本
陣
が
最
も
多
か

っ
た
の
は
箱
根
、

浜
松
の
大
軒
、

旅
籠
で
は
官
の
二
四
八
軒
。

）

経
済
が
行
き
詰
ま
り
を
み
た
江

戸
時
代
後
期
に
は
、

新
居
宿
の
本

陣
、

旅
籠

の
経
営
も
厳
し
く
な

っ

た
。

天
保
年
間
に
は
、

三
軒

の
本

陣
が
そ
ろ

っ
て
吉
田
藩
に
助
成
金

を
願
い
出
た
り
、

客
の
取
り
合

い

を
め
ぐ

っ
て
本
陣

・
旅
籠
の
間
で

紛
争
が
起
き
、

幕
府
の
調
停
に
ま

で
も

つ
れ
込
ん
で
よ
う
や
く
解
決

を
み
た
り
し
て
い
る
。

幕末期新居宿の家並み


